
令和年月日 木曜日 第号官 報

（
組
合
等
登
記
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

組
合
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
中
「
第
十
三
条
及
び
」
を
削
る
。

第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で

削
除

第
十
四
条
第
一
項
中「（
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
つ
て
当
該
決
議
に
よ
つ
て
第
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
及
び
当
該
登
記
に
係
る
従
た
る
事
務

所
）」を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
組
合
等
の
合
併
」
の
下
に「（
承
継
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
条
に
お
い

て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

第
二
十
五
条
中
「
第
四
十
八
条
か
ら
」
を
「
第
五
十
一
条
か
ら
」
に
、「
及
び
第
百
三
十
二
条
」
を
「
、
第
百
三
十

二
条
か
ら
第
百
三
十
七
条
ま
で
及
び
第
百
三
十
九
条
」
に
改
め
、「
、
同
法
第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
会
社
法
第
九
百

三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
等
登
記
令
第
十
一
条
第
二
項
各
号
」
と
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
第
三
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
又
は
本
店
の
所
在

地
に
お
い
て
は
」
を
削
り
、「
従
た
る
事
務
所
又
は
支
店
」
を
「
主
た
る
事
務
所
又
は
本
店
」
に
改
め
、「
は
三
週
間
以

内
に
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
同
条
第
十
一
項
中
「
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
又
は
本

店
の
所
在
地
に
お
い
て
は
」
を
削
り
、「
従
た
る
事
務
所
又
は
支
店
」
を
「
主
た
る
事
務
所
又
は
本
店
」
に
改
め
、「
は

三
週
間
以
内
に
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
及
び
第
十
五
項
中
「
及
び
第
三
項
」を
削
り
、同
条
第
十
六
項
中
「
、
そ

の
主
た
る
事
務
所
又
は
本
店
の
所
在
地
に
お
い
て
は
」
を
削
り
、「
従
た
る
事
務
所
又
は
支
店
」
を
「
主
た
る
事
務
所

又
は
本
店
」
に
改
め
、「
は
三
週
間
以
内
に
」
を
削
り
、
同
条
第
十
七
項
中
「
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お

い
て
は
」
を
削
り
、「
従
た
る
事
務
所
」
を
「
主
た
る
事
務
所
」
に
改
め
、「
は
三
週
間
以
内
に
」
を
削
り
、
同
条
第
十

八
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
る
。

別
表
医
療
法
人
の
項
中
「
資
産
の
総
額
」
を
「
資
産
の
総
額

医
療
法
第
四
十
六
条
の
三
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法

人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
電
子
提
供
措
置
を
と
る
旨
の
定
め
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
定
め
」
に
改
め
、
同
表
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
生
産
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業
協

同
組
合
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
及
び
共
済
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
の
項
中「
公
告
の
方
法
」を
「
水
産
業

公
告
の

協
同
組
合
法
第
四
十
七
条
の
五
の
二
（
同
法
第
九
十
二
条
第
三
項
、
第
九
十
六
条
第
三
項
、
第
百
条
第
三
項
及
び
第

方
法

百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
電
子
提
供
措
置
又
は
同
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
電
子
提
供
措
置
を
と
る
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
定
め
」
に
改
め
、
同
表
森
林
組
合
、
生
産
森
林
組
合
及
び
森
林
組
合
連
合
会
の
項
中
「
公
告
の
方
法
」
を
「
森公

林
組
合
法
第
六
十
条
の
三
の
二
（
同
法
第
百
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
電
子
提

告
の
方
法

供
措
置
又
は
同
法
第
百
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
電
子
提
供
措
置

を
と
る
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
」
に
改
め
、
同
表
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
及
び
農

事
組
合
法
人
の
項
中
「
公
告
の
方
法
」
を
「
農
業
協
同
組
合
法
第
四
十
三
条
の
六
の
二
に
規
定
す
る
電
子
提
供
措
置

公
告
の
方
法

を
と
る
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
」
に
改
め
、
同
表
農
林
中
央
金
庫
の
項
中
「
公
告
の
方
法
」
を
「
農公

林
中
央
金
庫
法
第
四
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
電
子
提
供
措
置
を
と
る
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め

告
の
方
法

」
に

改
め
る
。

（
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
う
ち
、
組
合
等
登
記
令
本
則
に
六
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項

中
「
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
」
を
削
り
、「
従
た
る
事
務
所
」
を
「
主
た
る
事
務
所
」に
改
め
、

「
は
三
週
間
以
内
に
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
十
三
条
、」及
び
「
、
第
十
三
条
中
「
第
八
条
、
第
八
条
の
二

及
び
第
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
第
六
項
」
と
、「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
」を
削
り
、

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
四
年
七
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

政
令
第
二
百
四
十
九
号

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
七
十
号
）
及
び
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び

に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
登
記
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

登
記
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
商
業
登
記
法
第
四
十
九
条
第
一
項
（
同
法
そ
の
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

規
定
に
よ
る
登
記
の
申
請
」
を
削
る
。

第
十
二
条
を
削
り
、
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
弁
護
士
会
登
記
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

弁
護
士
会
登
記
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
」
に
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改

め
、
同
条
後
段
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
削
り
、
第
十
二
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
三
条
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

第
十
八
条
中
「
第
四
十
八
条
か
ら
」
を
「
第
五
十
一
条
か
ら
」
に
、「
及
び
第
百
三
十
二
条
」
を
「
、
第
百
三
十
二

条
か
ら
第
百
三
十
七
条
ま
で
及
び
第
百
三
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
後
段
を
削
り
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
し
、
こ
の
政
令
中
従
た
る
事
務
所
に
関
す
る
規
定
は
、
出
張
所
に
も
適
用
す
る
」
を
「
す

る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
政
令
中
、」を
「
政
令
中
」
に
、「
本
店
に
、
従
た
る
事
務
所
に
関
す
る
規
定
は
支
店

に
」
を
「
、
本
店
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
し
、
こ
の
政
令
中
従
た
る
事
務
所
に
関
す
る
規
定
は
、
適
用
し

な
い
」
を
「
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。
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令和年月日 木曜日 第号官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日（
令

和
四
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
登
記
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
必
要

な
経
過
措
置
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

（
組
合
等
登
記
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
組
合
等
登
記
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
登
記
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
経
過
措

置
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

（
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

一

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
十
九
号
及
び
第
二

項
の
表
登
記
手
数
料
令
第
十
九
条
の
項

二

地
方
道
路
公
社
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
二
百
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
十
四
号
及
び
第
二
項
の

表
登
記
手
数
料
令
第
十
九
条
の
項

三

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
第

十
六
号
及
び
第
二
項

四

広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
号
）
第
九
条
第
一
項
第
五
号
及

び
第
二
項

五

抵
当
証
券
法
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
八
条
第
三
項

（
公
証
人
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

公
証
人
手
数
料
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
の
二
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。総

務
大
臣

金
子

恭
之

法
務
大
臣

古
川

禎
久

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
又
は
本
店
の
所
在
地

に
お
い
て
は
」
を
削
り
、「
従
た
る
事
務
所
又
は
支
店
」
を
「
主
た
る
事
務
所
又
は
本
店
」
に
改
め
、「
は
三
週
間
以
内

に
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
第
三
十
条
第
一
項
中
「
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
又
は
本

店
の
所
在
地
に
お
い
て
は
」
を
削
り
、「
従
た
る
事
務
所
又
は
支
店
」
を
「
主
た
る
事
務
所
又
は
本
店
」
に
改
め
、「
は

三
週
間
以
内
に
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
及
び
第
三
項
」

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
又
は
本
店
の
所
在
地
に
お
い
て
は
」
を
削
り
、「
従
た
る
事
務
所

又
は
支
店
」
を
「
主
た
る
事
務
所
又
は
本
店
」
に
改
め
、「
は
三
週
間
以
内
に
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
そ
の

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
は
」
を
削
り
、「
従
た
る
事
務
所
」
を
「
主
た
る
事
務
所
」
に
改
め
、「
は
三
週
間

以
内
に
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
る
。




